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地 区 名 地区 氏 名                 さま 

 
 

【設問１】あなたの地区に建ってほしい建物は何ですか。 

     下記のうち、該当するものを選んでチェックしてださい。     （複数回答可） 

□ 住  宅 

□ 集合住宅 （例：アパート） 

□ 小規模店舗（例：コンビニエンスストア）  

□ 大規模店舗（例：スーパーマーケット） 

□ 小規模医療施設（例：診療所） 

□ 大規模医療施設（例：病院） 

□ 事 務 所（例：建築設計事務所） 

□ 小規模工業施設（例：町工場） 

□ 大規模工業施設（例：大きな工場） 

□ 流通業務施設（例：配送センター） 

□ 畜  舎 

□ 倉  庫（例：貸倉庫） 

□ 遊戯施設（例：ゲームセンター） 

□ 娯楽施設（例：カラオケ・劇場） 

□ 風俗施設（例：ラブホテル） 

□ その他（               ） 

 ※ 「その他」を選んだ場合、建ってほしい建物を 

記入してください。 
 

【設問２】あなたの地区に建ってほしくない建物は何ですか。 

     下記のうち、該当するものを選んでチェックしてださい。     （複数回答可） 

□ 住  宅 

□ 集合住宅 （例：アパート） 

□ 小規模店舗（例：コンビニエンスストア）  

□ 大規模店舗（例：スーパーマーケット） 

□ 小規模医療施設（例：診療所） 

□ 大規模医療施設（例：病院） 

□ 事 務 所（例：建築設計事務所） 

□ 小規模工業施設（例：町工場） 

□ 大規模工業施設（例：大きな工場） 

□ 流通業務施設（例：配送センター） 

□ 畜  舎 

□ 倉  庫（例：貸倉庫） 

□ 遊戯施設（例：ゲームセンター） 

□ 娯楽施設（例：カラオケ・劇場） 

□ 風俗施設（例：ラブホテル） 

□ その他（               ） 

 ※ 「その他」を選んだ場合、建ってほしい建物を 

記入してください。 
 

【設問３】実際に、好ましくない建物が建ったり、無計画な建物の建て方をされたりしたせい 

で、あなたの地区に迷惑がかかった事例はありますか。事例がある場合には、それ 

がどのような事例だったのかを教えてください。 

□ 事例があった。 

□ 特になかった。 

※「事例があった」場合には、お手数ですが、その具体的な内容を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

土 地・建 物 に 関 す る 地 域 実 態 調 査 票 



市 街 化 区 域 と 市 街 化 調 整 区 域 と の 区 分 （ 線 引 き ） に つ い て 

都市計画の分野では、住みやすい街づくりを計画的に進めていくために、人口の規 

模に合わせて特定のエリアを設定し、道路や下水道などのインフラ整備を集中的に 

行い、人口の増加に合わせてエリアを拡大していくことが、最も効率的だと考えら 

れています。 
 

都市計画法では、この「特定のエリア」を【市街化区域】と呼んでいます。 

桜川市では、岩瀬市街地や真壁市街地、市役所（大和庁舎）周辺が市街化区域です。 
 

一方で、エリア外では、道路や下水道などのインフラが整う前に、無計画に建物に 

建つと、狭い道路が残ったり、雨水の処理が滞ったりして、生活環境が悪化するお 

それがあることから、建物を建てることに 一定の規制がかけられています。（自己 

用住宅や小規模店舗等は許可を受けて建てることができます。） 
 

都市計画法では、この「エリア外」を【市街化調整区域】と呼んでいます。 

桜川市では、市街地以外の集落や農地・山林のほぼすべてが市街化調整区域です。 
 

また、【市街化区域】と【市街化調整区域】との区分を決定することを、 エリアを 

区切って線を引くことから、一般に“線引き”と呼んでいます。（“線引き”の決定 

権限は茨城県にあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

桜川市では、昭和５２年５月１６日に“線引き”が行われています。 

そのことを踏まえて、以下の設問にご回答ください。 

【設問４】あなたの地区は、【市街化区域】or【市街化調整区域】です。 

それをご存知でしたか。 

□ 知っていた。 

□ 知らなかった。 

 



【設問５】左記の観点から、市街化調整区域では、建物を建てることに一定の規制がかけら 

     れています。つまり、許可を受けなければ、自分の土地であっても自由に建物を 

建てることはできないということです。また、集落から遠く離れたところ等では、 

許可が下りない可能性もあります。  そのことについて、どのように考えますか。 

下記のうち、該当するものを選んでチェックしてださい。    （複数回答不可） 

□ 規制は必要だと思う。 

□ 規制は必要だと思わない。 

□ わからない。 

□ その他 

※ お手数ですが、上記を選んだ理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

【設問６】線引きの規制によって、あなたの地区に迷惑がかかった事例はありますか。 

事例がある場合には、それがどのような事例だったのかを教えてください。 

□ 事例があった。 

□ 特になかった。 

※「事例があった」場合には、お手数ですが、その具体的な内容を教えてください。 

 

 

 

 

 

【設問７】線引きの規制は、土地建物の資産価値にも影響を与えていると考えられています。 

例えば、市街化調整区域では、市街化区域と比較して、規制がかかっていること 

から、土地建物の資産価値が低くみられる傾向にあります。 

したがって、線引きの規制を無くした場合、市街化調整区域では、土地建物の資 

産価値が高くなる可能性があり、同時に、土地分の固定資産税が高くなる可能性 

があります。 そのことについて、どのように考えますか。 

下記のうち、該当するものを選んでチェックしてください。   （複数回答不可） 

□ 資産価値への影響を考えると、規制はないほうが良い。 

□ 資産価値への影響を考えると、規制はあったままでも良い。 

□ そもそも、一定の規制はあったほうが良い。 

□ わからない。 

□ その他 

※ お手数ですが、上記を選んだ理由を教えてください。 

 

 

 

 

 



【設問８】都市計画の分野では、住みやすい街づくりを進めていくためには、一定のルール 

が必要だと考えられています。あなたは、住みやすい街づくりを進めていく上で、 

どのようなルールが必要だと思いますか。 

下記のうち、該当するものを選んでチェックしてださい。         （複数回答可） 

□ ルールは特に必要ない。 

□ 周辺住民との合意形成  

（例えば … 周辺住民への周知や、周辺住民の同意を得る。） 

□ 道路交通への配慮  

（例えば … 道路が狭いのに、自動車の出入りが多くなると危ない。） 

□ 生活排水への配慮 

（例えば … 生活排水が道路側溝に溜まって、悪臭が発生しては困る。） 

□ 雨水排水への配慮 

（例えば … 雨水が隣地に流れ込んだり、前面道路が冠水しては困る。） 

□ 周辺農地への配慮 

  （例えば … 農地の合間に建物が建って農作業の邪魔になっては困る。） 

□ 景観への配慮 

（例えば … 周辺と調和しない色彩や形状の建物が建って景観を乱しては困る。） 

□ 集落の一体性 

（例えば … 集落から離れたところに住まわれると地区の管理上不都合である。） 

□ 建物の種類 

例えば … 住宅・商店・工場などの建物の種類に応じて、建てることができる 

エリアと建てることができないエリアを分ける。  

□ 建物の規模 

例えば … 建物の高さ・広さなどの規模に応じて、建てることができるエリア 

と建てることができないエリアを分ける。 

□ そ の 他 

※「ルールは特に必要ない」・「その他」を選んだ場合には、お手数ですが、その理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

自 由 記 入 欄 （ その他 ご意見・ご感想などがありましたら、ご自由にお書きください。 ） 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

記入した調査票は、別添の返信用封筒に封入の上、郵便ポストに投函してくださいますよう 

何卒よろしくお願い申し上げます。 


